
          1 日 1 日を大切にして有意義な夏休みを！ 

                          校長 清田 博之 

 

 第５波の真っただ中で、一昨年までのような開放感はありませんがいよいよ子どもたちにとっ

て楽しみな夏休みが始まります。夏休みは、今までの学習や生活を見つめ直し、新学期に備え志

を新たにする絶好のチャンスです。この４月以来、お子様の健やかな成長を支え、本校の教育に

ご協力下さりありがとうございました。 

 さて、江戸時代の儒学者である新井白石のエピソード 

「一粒の米」を紹介させていただきます。新井白石が子 

どもの頃、父親から言われたことです。米びつから米一 

粒取っても、入れても量の変化はわからない。一日勉強 

したから利口になるわけでもない。一日怠けたから愚か 

になるわけでもない。しかし、1 年、2 年と続けていれ 

ば必ず変化が見えてくるという内容です。期間は 40 日 

ほどですが、夏休みの過ごし方も同様ではないでしょう 

か。得意な学習を伸ばす、苦手な学習を克服する、家の 

手伝いを決めて継続する、朝、起きる時間を決めて規則 

正しい生活を続ける等…。何か続けられるものを見つけ、 

この夏休み中に続ければ必ず得るものがあります。継続で 

きるものは、二学期が始まってからも続けられるとさらに 

素晴らしいと思います。 

 子どもたちが何よりも楽しみにしている夏休みですが、この時期子どもにかかわる海や山の事

故、交通事故、熱中症により重篤な状態に陥る等、残念ながら毎年日本各地で発生しています。

コロナ禍の現在では、感染の危険とマスク着用により熱中症がより引き起こされやすいというリ

スクもあります。くれぐれも安全に十分に留意され有意義で楽しい夏休みを過ごしていただけれ

ばと思います。 

 

本日、子どもたちには ZOOM を通して「夏休み 

に計画をたてて行動すること」、「早寝早起きをす 

ること」、「自分の身は自分で守ること」を話しまし

た。これまで身についてきた規則正しい生活のリズ

ムを大切に維持し、夏休みの経験が２学期からの学

校生活をさらに充実させるきっかけや原動力になり

ますよう願っております。 

 

安全で楽しく有意義な夏休みを 

お過ごしください！ 
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9 月以降の学校生活と学校行事について 

 今までも何回かお知らせをさせていただいてきましたが、再度、9 月以降の学校

行事と学校生活についての基本的な考えをお知らせいたします。 

 

☆学校生活☆ 

・教室は換気のため、冷房中でも出入口２か所以上は必ず開ける。 

・話し合い活動についても、必要に応じてマスクを着用の上行っていく。 

 （マスクを着用しての話し合いのマナー：「声の大きさ」「物理的距離」といった

ものも身に着けていく必要があります。） 

・密になりやすい活動・特に衛生面に配慮する必要のある活動については、教職員

が引き続き丁寧に指導をしていく。 

・子どもたちには、自分で自分の身を守るために「どういったときにマスクを外し

ていいか（積極的に外すべきか）の判断能力を高める指導」「手洗い・消毒の励行」

を進めていく。 

・昇降口等に設置する消毒装置を増やしていく。（このため、消毒液を大量に消費す

る可能性があります。その際は、PTA 会費から歳出させていただきます。ご了承

ください。） 

・引き続き、同居の家族に発熱等の風邪症状がみられる場合、「登校を控えていただ

く」ようご協力をお願いします。 

※6 月から地域・ご家庭の有志の皆様に「消毒作業」のご協力をいただきました。 

 誠にありがとうございました。9 月からも「週 1 回」のペースで実施したいと考

えております。詳細は後日お知らせいたします。 

☆学校行事☆ 

・稲荷木フェスティバル以外の学校行事は、感染対策を十分にした上で実施をする。 

 （基本的には、昨年度に準じたスタイルになると思います。授業参観や学級懇談

会等も実施します。昨年度は、オンラインで学級懇談会を実施したことがありま

したが、なるべく通常の形で実施することを考えています。） 

・市内音楽会は、市川文化会館改修工事の為に中学校ブロックごとの開催です。 

○日帰りのバス遠足等、泊を伴う旅行的行事について 

→延期や中止になるのは以下の場合のみです。 

 ①千葉県内に緊急事態宣言が発令されている時（蔓延防止措置ではありません。） 

 ②校内に感染者が出て、当該学年に濃厚接触者が複数いると判断された場合 

 ③非常天災その他、児童の安全確保の為に校長がやむを得ないと判断した場合 

 ※なお、例年以上に感染防止対策の為、「バスの台数を増やす」「できるだけ 1 部

屋の人数を少なくする」等の措置をとり、旅行費用が割高になる可能性があり

ます。 ご理解・ご協力をお願いします。 

 


